
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の体腔内に挿入可能な挿入部と、
　該挿入部の先端側から前記体腔内の観察像を取り込む観察像取り込み部と、
　前記観察像を撮像する撮像手段と、
　該撮像手段からの撮像信号に基づいて観察画像を表示する表示画面を含む表示装置と、
　把持部が設けられ前記挿入部の基端部に接続された操作部と、
　該操作部に設けられ、前記表示装置を回動可能に支持する支持部とを備え、
　前記表示画面が、前記把持部の長手方向と交差する軸回りに回動可能とされたことを特
徴とする内視鏡装置。
【請求項２】
　前記操作部が前記挿入部の動作を操作する操作部材を備え、
　前記把持部が、前記操作部材を操作可能に把持できるように設けられ、
　前記表示装置の回動軸が、前記操作部材を操作する術者が前記把持部を把持したときに
前記表示画面を術者側に回動可能とする方向に設けられたことを特徴とする請求項１に記
載の内視鏡装置。
【請求項３】
　前記支持部が、
　前記操作部に設けられた第１の回動支持部と、
　前記表示装置に設けられた第２の回動支持部と、
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　前記第１の回動支持部と前記第２の回動支持部とにそれぞれ回動可能に連結されたアー
ム部材とを備えることを特徴とする請求項１または２に記載の内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、小型の映像表示装置が一体になって携帯に適した内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療分野や工業分野で広く用いられている内視鏡装置の中には、術者が装置を把持して
操作しながら手元近くで観察対象の像を見ることができるように棒状の操作部に観察装置
を一体に設けた小型の内視鏡装置がある。
　例えば、特許文献１には、一端が被検体内に挿入する挿入部に接続された棒状の操作部
を備え、その他端に観察装置を着脱自在に接続した内視鏡装置が記載されている。この観
察装置は、接眼部に結ばれる観察像を固体撮像素子で撮像し、その信号により、接眼部の
光軸と直交する方向に固体画像表示素子を設けて観察像を表示できるようにしたものであ
る。
【特許文献１】特開２０００－１１６５９９号公報（第３－７頁、図１、７）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記のような従来の内視鏡装置には、以下のような問題があった。
　特許文献１に記載の装置によれば、観察像が操作部に設けられた固体画像表示素子に表
示されるので、術者は、接眼部に目を近づけてのぞき込みながら操作する場合に比べて容
易に操作を行うことができるものの、例えば、表面反射や液晶の場合には視野角などによ
り固体画像表示素子の視認性は角度によって大きく変わるので、内視鏡装置の把持方向に
よっては、固体画像表示素子が見えなくなるという問題があった。
　そのような場合には固体画像表示素子を見るために無理な姿勢で操作しなければならず
、観察しやすさと操作しやすさとを十分には両立できないという問題があった。
　そのため、装置を向ける方向が変わっても、固体撮像表示素子などの表示画面が見やす
い携帯型の内視鏡装置が強く求められていた。
【０００４】
　本発明は、上記のような問題に鑑みてなされたものであって、術者が操作部を操作可能
に把持したときに、装置の向きが変わっても、表示画面を見やすい向きに向けることがで
きる内視鏡装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の課題を解決するために、請求項１に記載の発明では、内視鏡装置であって、被検
体の体腔内に挿入可能な挿入部と、該挿入部の先端側から前記体腔内の観察像を取り込む
観察像取り込み部と、前記観察像を撮像する撮像手段と、該撮像手段からの撮像信号に基
づいて観察画像を表示する表示画面を含む表示装置と、把持部が設けられ前記挿入部の基
端部に接続された操作部と、該操作部に設けられ、前記表示装置を回動可能に支持する支
持部とを備え、前記表示画面が、前記把持部の長手方向と交差する軸回りに回動可能とさ
れた構成とする。
　この発明によれば、表示装置が操作部に設けられた支持部に回動可能に支持され、その
表示画面が把持部の長手方向と交差する軸回りに回動可能とされるので、例えば術者の都
合により把持姿勢が変化するなどして、操作部の向きが変わり、把持部の長手方向の向き
が変化しても、表示画面をそのような把持部の向きの変化を緩和する方向に回動させるこ
とができる。
【０００６】
　請求項２に記載の発明では、請求項１に記載の内視鏡装置において、前記操作部が前記
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挿入部の動作を操作する操作部材を備え、前記把持部が、前記操作部材を操作可能に把持
できるように設けられ、前記表示装置の回動軸が、前記操作部材を操作する術者が前記把
持部を把持したときに前記表示画面を術者側に回動可能とする方向に設けられた構成とす
る。
　この発明によれば、操作部材を操作する術者が把持部を把持したときに、表示画面を術
者側に回動可能としたので、把持部の長手方向の向きが変わっても術者が表示画面を見や
すいように、表示画面を回動させることができる。
【０００７】
　請求項３に記載の発明では、請求項１または２に記載の内視鏡装置において、前記支持
部が、前記操作部に設けられた第１の回動支持部と、前記表示装置に設けられた第２の回
動支持部と、前記第１の回動支持部と前記第２の回動支持部とにそれぞれ回動可能に連結
されたアーム部材とを備える構成とする。
　この発明によれば、表示装置がアーム部材により、第１の回動支持部と第２の回動支持
部とにそれぞれ回動可能に連結されているので、第１の回動支持部が設けられている操作
部に対して、２自由度の回動が可能となる。そのため、アーム部材を第１の回動支持部で
回動させて、第２の回動支持部が設けられた表示装置を移動させ、その移動位置で、表示
装置を第２の回動支持部を中心として回動させることにより表示画面の傾斜を適宜に調整
することができる。
　したがって、表示装置を適宜の位置で傾斜させることができ、見やすい表示画面の配置
位置の範囲を広げることができる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の内視鏡装置によれば、把持姿勢の変化などにより、操作部の向きが変わり、把
持部の長手方向の向きが変化しても、操作部上で表示画面を回動することにより、表示画
面を見やすい向きに向けることができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下では、本発明の実施の形態を、添付図面を参照して説明する。すべての図面を通じ
て、実施形態が異なる場合であっても、同一または相当する部材には同一符号を付して、
重複する説明を省略する。
　図１は、本発明の実施形態に係る内視鏡装置について説明するための斜視説明図である
。図２は、本発明の実施形態に係る内視鏡装置を図１とは異なる方向から見た斜視説明図
である。図３は、本発明の実施形態に係る内視鏡装置の内部構造の概略を説明するための
模式説明図である。なお、図１のＸ、Ｙ、Ｚ方向は互いに直交する３軸をなしており、便
宜的にこれらを用いて方向を参照する場合がある。
【００１０】
　本発明の実施形態に係る内視鏡装置について説明する。
　本実施形態の内視鏡装置は、図１に示すように、内視鏡１と、被写体を照らす照明光を
発する光源装置２と、内視鏡１で得た被写体の像（観察像）を映像化して表示する映像表
示装置３（表示装置）とを主要な構成要素として備えている。
【００１１】
　内視鏡１は、先端を観察部位に挿入される挿入部１１と、挿入部１１の先端を湾曲操作
するための操作部１２とを備えている。また、内視鏡１には、後述するイメージガイド１
１ｂ（観察像取り込み部）によって導かれた像（光）を受光するＣＣＤ等の撮像素子４（
撮像手段）と、撮像素子４の受光部に結像する集光レンズ４ａとが設けられている（図３
参照）。
　挿入部１１は、可撓性を有する細長い形状で、操作部１２の一端に接続されており、先
端に位置する硬質な先端部１６と、先端部１６に連続して設けられた湾曲部１７と、湾曲
部１７に連続して設けられて操作部１２に接続された可撓部１８とを備えている。
　図３に示すように、先端部１６には、照明光に照らされた被写体からの反射光による像
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を結像する対物レンズ１９と、照明光を出射する照明窓１６ａとが設けられている。湾曲
部１７および可撓部１８には、光源装置２から先端部１６に照明光を導くライトガイド１
１ａと、対物レンズ１９に結像された像を撮像素子４に導くイメージガイド１１ｂとが内
蔵されている。符号６０は、イメージガイド１１ｂの操作部１２側の光軸である。
　なお、撮像素子４は、図３に示すように映像表示装置３に近い位置に設けられる場合と
、先端部１６に設けられる場合とがある。
【００１２】
　操作部１２は、図１に示すように、術者が内視鏡１を把持するための把持部１０と、挿
入部１１に通された２本のワイヤ１１ｃを介して湾曲部１７を所望の方向に湾曲させるた
めの湾曲操作レバー２０（操作部材）とを備えている。
　操作部１２の内部には、図３に示すように、挿入部１１から連続してイメージガイド１
１ｂ、ライトガイド１１ａが延長され、操作部１２の延在方向に沿って設けられている。
　イメージガイド１１ｂから撮像素子４へ至る光路は適宜折り畳まれていてもよいが、本
実施形態では光軸６０上に、集光レンズ４ａ、撮像素子４が配置されている。
【００１３】
　操作部１２の一端側では、把持部１０が挿入部１１の基端部１１Ａに接続されており、
湾曲操作レバー２０に隣接する他端側（図１の上側）には、後述する映像表示装置３を取
り付けるための表示装置取付部１２Ｂが設けられている。表示装置取付部１２Ｂの端面（
図１の上側）には、映像表示装置３を光軸６０と略直交する方向で受けるための表示装置
受け面１２Ｃ（図４（ａ）、（ｂ）参照）が設けられている。表示装置取付部１２Ｂの端
面と反対側の下部には、凸部Ａが設けられている。
【００１４】
　把持部１０は、棒状で親指とその他の指とで包み込むように握ることができる形に形成
されている。そのため、把持部１０の長手方向は、把持部１０を手で握ったときに、親指
を除く指が隣接する方向となっている。把持部１０には、体液等の液体を吸引するための
吸引口金１３と、鉗子等の処置具を挿入するための鉗子挿入口１４と、内視鏡１の水漏れ
検査時に内視鏡１内部に空気を送るための通気口金１５とが設けられている。吸引口金１
３には、図示しないチューブを介して吸引装置が接続されるようになっており、吸引装置
を作動させることにより吸引口金１３（図２参照）を通じて体液等を吸引することができ
るようになっている。通気口金１５には、図示しないチューブを介して給気装置が接続さ
れるようになっており、給気装置を作動させることにより通気口金１５から内視鏡１に空
気を送り込み、内視鏡１内部の水漏れ検査を行うことができるようになっている。
　また、操作部１２には、映像表示装置３に表示されている映像を後述する画像記録装置
３２（図３参照）に記録させる画像記録スイッチ３２ｂ（図２参照）が設けられている。
【００１５】
　湾曲操作レバー２０は、把持部１０を握った手５３の親指で操作できるように把持部１
０に隣接して設けられている。湾曲操作レバー２０は、把持部１０を掴んだ親指の腹で操
作される先端部２０ａと、先端部２０ａの一端に繋がる基端部２０ｂとからなるＬ字形で
、操作部１２に設けられた軸１２ａに基端部２０ｂを図示のＹ方向に軸支されて上下（図
示のＺ方向）に揺動可能に支持されている。湾曲操作レバー２０は、先端部２０ａを親指
で上下に押し引きすることでいずれか一方のワイヤ１１ｃに張力を、他方のワイヤ１１ｃ
に推力を作用させて湾曲部１７を自在に湾曲させることができるようになっている。
【００１６】
　光源装置２は、図３に示すように、光源ランプ２１と、術者が任意に光源ランプ２１を
点灯／滅灯させるための手許スイッチ２２と、光源ランプ２１が発した照明光を集光する
集光レンズ２３とを備えている。また、光源装置２には、後述する給電ケーブル６を着脱
可能に接続されるコネクタ２ａが設けられている。光源ランプ２１、手許スイッチ２２お
よびコネクタ２ａは、光源装置２に内蔵された給電ライン２ｂによって直列に接続されて
いる。
　光源ランプ２１が発した照明光は、集光レンズ２３によって集光され、ライトガイド１
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１ａに導かれて照明窓１６ａから出射され、体腔内を照明するようになっている。
【００１７】
　映像表示装置３は、略直方体状とされ、表示装置取付部１２Ｂに着脱可能に設けられ、
少なくとも観察時には表示装置取付部１２Ｂに装着される。
　映像表示装置３には、被写体の観察像を映像化して表示させるＬＣＤ等の表示素子３１
が表示画面を外側に露出するように設けられている。
【００１８】
　映像表示装置３の内部には、図３に示すように、被写体の像を記録する画像記録装置３
２と、撮像素子４で撮像された被写体の像を信号化して出力する撮像素子制御回路３３と
、撮像素子制御回路３３から出力された信号を映像化して表示素子３１に表示させる表示
素子制御回路３４とが設けられている。また光源装置２、撮像素子４、映像表示装置３の
各部に電力を供給するバッテリ５が、交換可能に内蔵されている。バッテリ５には、繰り
返し充電して使用することができる二次電池が使用されている。
【００１９】
　映像表示装置３の外側には、図１に示すように、起動スイッチ３５、コネクタ５０、脚
部５１およびブラケット３ａ（支持部）が設けられている。起動スイッチ３５は、内視鏡
装置を起動させるためのスイッチである。
【００２０】
　コネクタ５０は、後述する給電ケーブル６（外部ケーブル）、集合ケーブル７（外部ケ
ーブル）を映像表示装置３に接続するためのものである。そして、表示素子３１の画面の
下方に位置する表示装置底面３Ａ上に突出して設けられ、給電ケーブル６、集合ケーブル
７を表示装置底面３Ａの横方向外側に導くことができるように、Ｌ字状に屈曲しているも
のである。
　脚部５１は、コネクタ５０から適宜間隔をおいて、表示装置底面３Ａ上に突出された突
起である。
【００２１】
　ブラケット３ａは、表示素子３１の表示画面の裏面側にあたる表示装置裏面３Ｂから突
出され表示装置底面３Ａの近傍に配置された一対の平行平板に、支持軸８がそれぞれ外側
を向けて突設されたものである。
　ブラケット３ａ、３ａの間は、表示装置取付部１２Ｂを挟持可能な幅だけ離間されてい
る。
　支持軸８は、先端側からネジ部８ａ、軸部８ｂ（図６参照）が形成されてなり、互いの
軸部８ｂが同軸となるように配置されている。
【００２２】
　表示装置取付部１２Ｂには、ブラケット１ｂ（支持部）が着脱可能に設けられ、ブラケ
ット３ａ、３ａとブラケット１ｂとが回動可能に係合されることにより、映像表示装置３
が回動可能に支持できる支持部が形成されている。
　図４（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、本実施形態の支持部について説明するための左側面、
平面、正面説明図である。図１とは異なり、表示素子３１が図１のＸ方向から正対して見
ることができるように回動された様子が実線で表されている。映像表示装置３の図１にお
ける配置は、図４（ａ）の二点鎖線により示されている。図５は、ブラケット１ｂを表示
装置取付部１２Ｂに取り付ける様子を示す分解斜視図である。図６は、図４のＢ部の詳細
構成を模式的に説明するための分解斜視図である。
【００２３】
　ブラケット１ｂは、表示装置取付部１２Ｂの側面に沿って嵌合可能な平面視略コ字状と
されている。そしてコ字の開口側の先端部に軸部８ｂと円滑に嵌合できる軸孔１ｃ（図６
参照）がそれぞれ設けられている。また、コ字の開口側の側面には、図４（ａ）に示すよ
うに、水平方向に開口するとともに奥側が鉛直方向に屈曲されたＬ字状の係止溝１ｄがそ
れぞれ設けられ、表示装置取付部１２Ｂから突設された係止軸１２Ｄに係止可能とされて
いる。そして、ブラケット１ｂの下端部（図４（ａ）参照）が表示装置取付部１２Ｂの凸
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部Ａに図示上方から係止して、下方への移動が規制されるとともに、それにより係止軸１
２Ｄに対する回動が起こらないようになっている。
　また、係止軸１２Ｄの先端には、雄ネジが形成され、この雄ネジに螺合可能な固定部材
５５が着脱できるようになっている。そのため、ブラケット１ｂは、表示装置取付部１２
Ｂに装着してから、固定部材５５により固定することができる。また必要に応じて取り外
すことができるようになっている。
【００２４】
　ブラケット１ｂを表示装置取付部１２Ｂに取り付けるには、図５（ａ）に示すように、
係止溝１ｄの開口側から、係止軸１２Ｄ、１２Ｄを挿通し、ブラケット１ｂを図示の水平
方向に移動させて、係止溝１ｄの奥側の溝を通して鉛直下向きに押し込んで表示装置取付
部１２Ｂに係止する（図５（ｂ）参照）。映像表示装置３は、その自重により、この姿勢
で表示装置受け面１２Ｃ（図５（ａ）参照）上に安定して係止される。また係止溝１ｄの
奥側の溝により水平方向の移動が規制される。
　そのため、この状態で把持部１０を傾斜させても映像表示装置３の係止状態がずれない
ので、固定部材５５の螺合を容易に行えるという利点がある。
　また、映像表示装置３を取り外す際には、固定部材５５を外し、さらに係止溝１ｄに沿
って映像表示装置３を把持して移動させなければ取り外すことができないので、固定部材
５５を外しても映像表示装置３が自重などで自然に脱落することを防止できるという利点
がある。
　また、誤って固定部材５５がしっかり固定されなかった場合でも、映像表示装置３が脱
落しにくくなっている。
【００２５】
　ブラケット１ｂの取付方向は、軸孔１ｃ、１ｃの中心軸が、把持部１０の長手方向と交
差する方向に配置される。本実施形態では、光軸６０と略９０°に交差するとともに、湾
曲操作レバー２０の回動軸である軸１２ａと略平行となる方向にもなっている。
【００２６】
　ブラケット３ａとブラケット１ｂとは、図６に示すように、ワッシャ５７、ゴム板５８
、ワッシャ５７をこの順に挟んで支持軸８を軸孔１ｃに貫通させ、軸孔１ｃから突出した
ネジ部８ａにワッシャ５７を挿通させ、ネジ部８ａにナット５６、５６を螺着することに
より固定される。
　したがって、映像表示装置３は、同軸に配置された軸孔１ｃと支持軸８とで規定される
回動軸を中心に回動できるようになっている。
　ナット５６、５６の締付力は、ゴム板５８を適宜圧縮する大きさとする。そして、ブラ
ケット３ａに対するブラケット１ｂの回動方向の摩擦力を適宜の値となるように、ゴム板
５８の弾性反発力を調整しておく。その結果、映像表示装置３は、その回動方向の所望位
置で摩擦力により静止できるようになっている。
　ただし、ナット５６は、映像表示装置３の回動後の位置で締め付けて固定し、向きを変
える時は、緩められるようにしておいてもよい。この場合、必要に応じてレバー、つまみ
などを設けるなど操作容易な形態とすることが好ましい。
【００２７】
　映像表示装置３と光源装置２とは、図３に示すように、給電ライン２１ａを内包する給
電ケーブル６を介して接続されている。映像表示装置３と内視鏡１とは、撮像素子４に接
続する給電ライン４ｂおよび通信ラインＳ１を内包する集合ケーブル７を介して接続され
ている。給電ケーブル６および集合ケーブル７は、先端にそれぞれコネクタ６ａ，７ａが
設けられている。コネクタ６ａは光源装置２のコネクタ２ａに着脱可能に接続され、コネ
クタ７ａは内視鏡１のコネクタ１ａに着脱可能に接続される。
【００２８】
　本実施形態の内視鏡装置の作用について説明する。
　本実施形態では、映像表示装置３が、ブラケット１ｂを介して、表示装置取付部１２Ｂ
に着脱可能に設けられている。したがって、例えば携帯時には、映像表示装置３を外して

10

20

30

40

50

(6) JP 4009600 B2 2007.11.14



コンパクトに収納することができる。また、操作時、観察時には、操作部１２に映像表示
装置３を装着することにより、操作する手元で観察を行うことができる。
【００２９】
　映像表示装置３は、操作の初期段階では、コンパクトに持ち運ぶために、図４（ａ）に
二点鎖線で示したように、表示装置裏面３Ｂが表示装置受け面１２Ｃに当接するように倒
しておくことができる。これは、図１に示したのと同じ状態である。以下、この状態を、
回動角度０°の基準位置として説明する。
　この状態では、表示素子３１の表示画面が、把持部１０の長手方向に対して略直交する
配置となり、術者が図１のＺ方向から観察するのに好適な配置となる。
【００３０】
　把持部１０を把持して湾曲操作レバー２０を操作するには、必要に応じてどのように把
持してもよいが、もっとも操作性がよいのは、図１に示すように、親指を表示装置取付部
１２Ｂ側に向けて先端部２０ａに親指の腹を当てた状態で、把持部１０を他の４本の指で
把持する場合である。
　このとき、親指を図示のように上側に向けて術者の前側で把持すると、術者の体は図示
のＸ方向に向いていることになる。この場合、術者は頭を下げて表示素子３１を上側（図
１のＺ方向）からのぞかなくてはならないので、観察を続けるうちには首が疲れる恐れが
ある。
　本実施形態では、このような場合、図４（ａ）に示すように、映像表示装置３を矢印方
向に、例えば９０°回動させ、術者の側に表示素子３１の表示画面を向けることができる
。その結果、表示画面が術者に正対する向きとなるので、見やすい位置となる。すなわち
、術者は首を曲げずに前を向く楽な姿勢でＸ方向から観察することができる。したがって
、長時間観察しても疲れにくい姿勢をとることができる。
【００３１】
　基準位置からの回動角度は、９０°とは限らず、必要に応じて鋭角でも鈍角でもよい。
例えば、図１の状態から挿入部１１の側をＸ方向の前側に向けて鉛直軸から４５°傾斜さ
せて把持する場合、映像表示装置３は、４５°だけ術者側に回動させれば、表示画面が上
記と同様に術者に正対するので、見やすい向きとなる。
　また術者がのぞきやすくなれば、表示画面が術者に正対する向きとする必要はない。例
えば表示画面の表面反射が小さくなり、液晶画面の場合には適切な視野角の範囲に入るな
どの見やすい角度となるならば、正対方向から傾斜していても十分に見やすい向きとなる
。
【００３２】
　ただし、映像表示装置３の回動により、例えば内視鏡装置の重心がずれて把持しにくく
なることを防止するために、回動角度は、適宜規制できるようにすることが好ましい。
　本実施形態では、ブラケット１ｂの開口側の端部を光軸６０に沿う方向に切断して回動
規制部１ｅを設け、映像表示装置３が９０°回動したときに、表示装置裏面３Ｂ側に設け
られた係止部３Ｃが回動規制部１ｅに係止され、それ以上回動できない構成としている。
回動規制部１ｅ、係止部３Ｃの形状を変更すれば、規制する回動角度の限度は適宜変更で
きる。
【００３３】
　手首の関節の構造などを考慮すると、上記のように操作部１２を把持する場合、把持部
１０の長手方向を中心とする回動範囲は比較的狭い。また、実用上、観察の便宜のために
は、把持部１０の長手方向の向きを変えるように把持姿勢を変更しなければならない場合
がほとんどである。
　本実施形態では、表示画面が上記の把持姿勢において、表示画面の向きを把持部１０の
長手方向に対して交差する方向に回動可能として、表示画面が術者の側に回動できるよう
になっているので、ほとんどの場合、表示画面を見やすい向きに向けることができ、回動
できない場合に比べて格段に操作性が向上できるものである。
【００３４】
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　次に本実施形態の変形例について説明する。
　図７（ａ）、（ｂ）は、本実施形態の変形例の構成について説明するための、表示装置
近傍の平面、正面説明図である。図８は、本実施形態の変形例の動作を説明するための左
側面視の動作説明図である。
　本変形例は、上記実施形態のブラケット１ｂに代えて、ブラケット６５（支持部）を設
け、ブラケット３ａとブラケット６５の間に、長手方向の両端に軸孔１ｃと同様の軸孔６
６ｃ（図６参照）を備える板状のアーム６６（アーム部材）を２本設けたものである。以
下では、上記実施形態と異なる点を中心に説明する。
【００３５】
　ブラケット３ａは、支持軸８に代え、軸孔６６ｃに円滑に嵌合する支持軸８Ａ（第２の
回動支持部）を有する点が、上記実施形態と異なる。
　ブラケット６５は、図７（ｂ）に示すように、表示装置取付部１２Ｂの側面に沿って嵌
合可能な平面視略コ字状とされている。また、図８（ａ）に示すように、コ字の開口を形
成する両側面のうちコ字の屈曲側に支持軸８Ｂ（第１回動支持部）がそれぞれ同軸に設け
られている。
　支持軸８Ｂは、アーム６６の端部に設けられた軸孔に円滑に嵌合する軸部材であり、例
えば支持軸８と同様の構成を採用することができる。
【００３６】
　ブラケット６５は、適宜の手段により表示装置取付部１２Ｂに固定されている。例えば
、上記実施形態のように、係止溝が設けられ、表示装置取付部１２Ｂに係止軸を設けて固
定部材で固定するようにしてもよいし、表示装置取付部１２Ｂにネジ部を設けて、ネジ止
めして固定してもよい。
【００３７】
　アーム６６は、軸孔６６ｃ、６６ｃがそれぞれ支持軸８Ａ、８Ｂに対して回動可能に連
結されている。この回動機構は、図６に示すようなものを採用することができるが、回動
可能であれば、他の回動機構を採用してもよい。
【００３８】
　このような構成によれば、図８（ａ）に示すように、ブラケット６５の側面において、
アーム６６を支持軸８Ｂから、コ字の開口側に向けて斜め方向に向けて配置することによ
り、映像表示装置３を表示装置裏面３Ｂが表示装置受け面１２Ｃ上に当接した状態で、表
示装置取付部１２Ｂの略真上にコンパクトに配置することができる。
【００３９】
　この状態を基準位置として、表示素子３１を術者の側に９０°回動させるには、まず、
図８（ｂ）に示すように、支持軸８Ｂを中心にして、アーム６６を図示の反時計回りに回
動させて起立させる。この移動により、表示装置裏面３Ｂは、表示装置受け面１２Ｃから
離間させることができる。
　次に、図８（ｃ）に示すように、アーム６６を静止させたまま、支持軸８Ａを中心とし
て、映像表示装置３を図示時計回りに回動する。９０°回動すると表示装置底面３Ａが表
示装置受け面１２Ｃに当接し、それ以上回動できなくなる。
　このとき、支持軸８Ａがブラケット６５においてコ字の屈曲側に移動した状態で回動さ
れるので、表示装置取付部１２Ｂの上側の空間で回動が行われる。そのため、表示装置受
け面１２Ｃに当接したときにも、映像表示装置３が表示装置取付部１２Ｂの略真上に位置
するようにすることができる。すなわち、図４の場合のように、映像表示装置３が光軸６
０から離れる方向に移動して表示装置取付部１２Ｂの外部の空間に進出しないようにする
ことができる。
【００４０】
　このように、本変形例によれば、回動中心を支持軸８Ａ、８Ｂの平行な２軸に分割し、
支持軸８Ａ中心の回動により支持軸８Ｂを移動させてから、支持軸８Ｂを中心とした第２
の回動により映像表示装置３を回動させることができるので、映像表示装置３の配置位置
が比較的自由になる。そのためコンパクトな配置とすることができるという利点がある。
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　また、映像表示装置３の移動位置を調整することにより、光軸６０に交差する方向の重
心の移動が小さくなるので、安定して把持することができ、持ちやすく操作しやすいもの
となるという利点がある。
【００４１】
　このようなアーム部材は、伸縮可能な機構とすると、コンパクトに構成でき、映像表示
装置３の配置の自由度も高めることができて好都合である。
　図９（ａ）は、アーム部材の第１変形例について説明するための分解斜視図である。図
９（ｂ）は、アーム部材の第１変形例を映像表示装置３に取り付けた様子を示す正面説明
図である。図９（ｃ）は、図９（ｂ）におけるＣ－Ｃ断面図である。図１０（ａ）は、ア
ーム部材の第２変形例について説明するための分解斜視図である。図１０（ｂ）は、アー
ム部材の第２変形例を映像表示装置３に取り付けた様子を示す正面説明図である。図１０
（ｃ）は、図１０（ｂ）におけるＤ－Ｄ断面図である。
【００４２】
　アーム部材の第１変形例であるアーム８０について説明する。
　アーム８０は、図９（ａ）に示すように、スライドアーム８１と固定アーム８２とから
なる。
　スライドアーム８１は、長手方向の一方の端部に支持軸８Ａに回動可能に嵌合する軸孔
８１ｃを設け、他方の端部にスライド軸８１ｂを突設し、長手方向左右に、スライド軸８
１ｂの突設方向に延ばされたガイド部８１ａ、８１ａが設けられている。
【００４３】
　固定アーム８２は、略Ｕ字状に延ばされ、Ｕ字の湾曲部に支持軸８Ｂと回動可能に嵌合
する軸孔８２ｂが設けられ、Ｕ字の内方には、スライド軸８１ｂを挟持する溝部８２ａが
設けられている。溝部８２ａは、固定アーム８２のＵ字の内面に、例えば板バネなどの弾
性部材により互いに凹凸を対向させた波形の凹凸部８３、８３が設けられたものである。
これにより、スライド軸８１ｂを挟持したとき、適宜の凹凸位置で、スライド軸８１ｂを
固定保持可能とされている。
【００４４】
　固定アーム８２の短手幅は、ガイド部８１ａ、８１ａとが形成する幅内に嵌合し（図９
（ｃ）参照）、スライドアーム８１を長手方向にスライドさせることができるようになっ
ている。
　軸孔８２ｂ側には、表示装置取付部１２Ｂと当接する凸部８２ｃが設けられ、スライド
アーム８１が、固定アーム８２と表示装置取付部１２Ｂの側面との間に挟持される隙間が
形成される。
【００４５】
　このようなアーム８０によれば、図９（ｂ）に示したように、映像表示装置３を固定し
た状態で、固定アーム８２に対してスライドアーム８１を長手方向にスライドして凹凸部
８３の適宜の保持位置で長さを固定できるようになっている。
　したがって、映像表示装置３の移動時にはアーム８０を延ばして容易に映像表示装置３
を移動でき、固定時には、アーム８０を必要な適宜長さに収縮できるので、コンパクトに
収納できるという利点がある。また、スライド軸８１ｂを凹凸部８３で挟持して固定する
ので、例えばねじ締めなどの作業が不要となるので、長さ調整が容易となるという利点が
ある。
【００４６】
　アーム部材の第２変形例であるアーム８４について説明する。
　アーム８４は、図１０（ａ）に示すように、スライドアーム８５と固定アーム８６とか
らなる。
　スライドアーム８５は、長手方向の一方の端部に支持軸８Ａに回動可能に嵌合する軸孔
８５ａを設け、中央部に長手方向に沿ってスライド孔８５ｂが設けられている。
【００４７】
　固定アーム８６は、長手方向の一方の端部に支持軸８Ｂに回動可能に嵌合する軸孔８６

10

20

30

40

50

(9) JP 4009600 B2 2007.11.14



ｃを設け、他方の端部にスライドアーム８５のスライド孔８５ｂに滑らかに嵌合するとと
もに、先端に固定ネジ８７を螺合可能なスライド軸８６ａが突設されている。そして長手
方向左右に、スライド軸８６ａの突設方向に延ばされたガイド部８６ｂ、８６ｂが設けら
れている。
　固定アーム８６のガイド部８６ｂ、８６ｂとが形成する幅は、スライドアーム８５の短
手幅をスライド可能に収めることができる幅とされる（図１０（ｃ）参照）。
【００４８】
　このようなアーム８４によれば、図１０（ｂ）に示したように、映像表示装置３を固定
した状態で、スライド孔８５ｂ内にスライド軸８６ａを挿通した状態で、スライドアーム
８５を固定アーム８６の長手方向にスライド可能に保持し、固定ネジ８７をスライド軸８
６ａに螺合することにより、適宜長さで固定できるようになっている。
　したがって、映像表示装置３の移動時にはアーム８４を延ばして容易に映像表示装置３
を移動でき、固定時には、アーム８４を必要な適宜長さに収縮できるので、コンパクトに
収納できるという利点がある。また、スライド軸８６ａを固定ネジ８７で螺合して固定す
るので、アーム８４の長さを確実に固定することができ、衝撃などに強い構造とすること
ができるという利点がある。
【００４９】
　なお、上記の説明では、映像表示装置３の回動中心の方向が、湾曲操作レバー２０が回
動される軸の方向と平行である例で説明したが、映像表示装置３が術者の見やすい方向に
回動できれば、湾曲操作レバー２０の回動軸と非平行な回動中心を用いてもよい。
【００５０】
　また、上記の説明では、棒状の操作部を有し、操作部の延在方向と把持部の長手方向と
が同方向となる装置において、支持部の回動軸を把持部の長手方向に交差する方向とした
例で説明したが、把持姿勢により表示画面の向きが変わるのは、把持部の長手方向に対し
てであり、操作部全体が棒状であるかどうかとは関係がないので、操作部の形状は棒状に
限定されるものではない。
【００５１】
　また、上記の変形例の説明では、映像表示装置３の回動角度が９０°の例で説明したが
、これは一例であってどのような角度でもよい。
　また、上記の変形例の説明では、簡単のため図７、８においてＬ字コネクタ５０、脚部
５１を図示しなかったが、図７（ｂ）において、表示装置底面３Ａの左右側の表示装置取
付部１２Ｂと干渉しない範囲に、配置コネクタ５０、脚部５１配置することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の実施形態に係る内視鏡装置について説明するための斜視説明図である。
【図２】本発明の実施形態に係る内視鏡装置を図１とは異なる方向から見た斜視説明図で
ある。
【図３】本発明の実施形態に係る内視鏡装置の内部構造の概略を説明するための模式説明
図である。
【図４】本実施形態の支持部について説明するための左側面、平面、正面説明図である。
【図５】支持部を操作部に取り付ける様子を示す分解斜視図である。
【図６】図４のＢ部の詳細構成を模式的に説明するための分解斜視図である。
【図７】本実施形態の変形例の構成について説明するための、表示装置近傍の平面、正面
説明図である。
【図８】本実施形態の変形例の動作を説明するための左側面視の動作説明図である。
【図９】アーム部材の第１変形例について説明するための分解斜視図、正面説明図、Ｃ－
Ｃ断面図である。
【図１０】アーム部材の第２変形例について説明するための分解斜視図、正面説明図、Ｄ
－Ｄ断面図である。
【符号の説明】
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【００５３】
１　内視鏡
１ｂ、６５　ブラケット（支持部）
１ｃ、６６ｃ　軸孔
１ｅ　回動規制部
２　光源装置
３　映像表示装置（表示装置）
３Ｃ　係止部
３ａ　ブラケット（支持部）
４　撮像素子（撮像手段）
８　支持軸
８Ａ　支持軸（第２の回動支持部）
８Ｂ　支持軸（第１の回動支持部）
１０　把持部
１１　挿入部
１１Ａ　基端部
１１ｂ　イメージガイド（観察像取り込み部）
１２　操作部
１２Ｂ　表示装置取付部
２０　湾曲操作レバー（操作部材）
３１　表示素子（表示画面）
５７　ワッシャ
５８　ゴム板
６６、８０、８４　アーム（アーム部材）
Ａ　凸部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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